
㊨

文部科学大臣所轄各学校法人理事長

各 都 道 府 県 知 事
殿

23文科高第 71号

平成23年4月 18日

文部科学副大臣

鈴 木

rf
...I:.i/7･四

.川棚
)7㍊

:
:It

(印影印刷)

東 日本大震災の発生に伴 う私立学校法及び私立学校振興助成法

における期限の定めのある規定の取扱いについて (通知)

このたびの東 日本大震災の発生に伴い､｢特定非常災害の被害者の権利利益の保全

等を図るための特別措置に関する法律｣(平成 8年法律第 85号)第4条の規定に基

づく ｢平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこ

れに対 し適用すべき措置の指定に関する政令｣(平成 23年政令第 19号)が平成 2

3年 3月 13日付けで公布､施行されま,したが､これにより､私立学校法 (昭和 24

年法律第 270号)に基づく期限の定めのある規定について､下記 1.のとおり取 り

扱 うこととしましたので通知します｡

また､私立学校振興助成法 (昭和 50年法律第 61号)に基づく財務計算に関する

書類等の届出期限については､下記 2.のとおり取り扱 うこととしましたので､併せ

て通知します｡

各都道府県知事におかれましては､所轄の学校法人理事長に対し､下記 1.につい

て周知いただくとともに､各都道府県知事所轄の学校法人の私立学校振興助成法に基

づく所轄庁-の財務計算書類等の届出期限について､下記 2.を参考に適切な措置を

講 じていただくようお願いいたします｡

なお､下記 1.に基づく各学校法人における対応､その他震災による学校法人の管

理運営に対する影響等の状況につき､引き続き御連絡 ･御相談いただけるようお願い

いたします｡

記



1.私立学校法において期限の定めのある規定の取扱いについて

私立学校法に規定する以下の規定は､それぞれ履行期限が定められているが､｢特

定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律｣(平成

8年法律第 85号)第4条及び､平成 23年 3月 13日付けで公布 ･施行された ｢平

成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令｣(平成 23年政令第 19号)により､私立学

校法に規定す る履行期限までに履行できないもので､かつ､その不履行が今回の災

害によるものである場合は､平成 23年 6月 30日までの間､その不履行について

責任を問わないこととすること (別紙参照)O

① 学校法人の設立等に係る登記 (私立学校法第 28条､組合等登記令第 2条～第

11条)

② 学校法人の設立時における財産目録の作成及び備置き (私立学校法第33条の2)

③ 役員の補充 (私立学校法第40条)

④ 理事長による評議員会に対する決算等の報告 (私立学校法第46条)

⑤ 財産 目録等の作成､備置き及び利害関係人-の閲覧 (私立学校法第47条)

⑥ 学校法人についての破産手続の開始に係る申立て (私立学校法第 50条の 2)

⑦ 清算人による債権の申出に係る催告 (私立学校法第 50条の9)

⑧ 清算人による破産手続開始の申立て及び公告 (私立学校法第50条の 11)

⑨ 学校法人の合併認可に係る財産 目録等の作成､債権者-の公告等 (私立学校法

第 53条)

⑳ 上記①～⑨の規定に関する準学校法人-の準用 (私立学校法第 64条第 5項)

2.私立学校振興助成法に基づく所轄庁-の財務計算に関する書類等の届出期限につ

いて

私立学校振興助成法第 14条第 2項に規定する財務計算に関する書類及び収支予

算書の所轄庁-の届出期限については､昭和 51年 4月 8日付け文管振第 153号

により通知 しているところであるが､上記 1.の措置が行われていること等を踏ま

え､文部科学大臣所轄の学校法人が､今回の震災により平成 22年度の財務計算に

関する書類及び平成 23年度の収支予算書を同通知に定める届出期限までに届け出

ることができない場合は､平成 23年 8月 31日までの間､その不履行について責

任を問わないこととすること｡

(担当)

1.及び別紙について

高等教育局私学部私学行政課法規係

石田､三木

電話 :03-6734-2527

2.について

高等教育局私学部私学助成課総括係

金､小笠原



(別紙)

私立学校法における期限の定めのある規定の取扱いについて

項目 現行法における規定 特定非常災害特別措置法に基づく取扱い

(D学校法人の設立等に係る登記 第28粂 学校法人は､政令の定めるところにより､学校法人の設立に必要な手続が終了した日が､平成

(第28条､組合等登官己令第2粂 登記しなければならない 23年2月 25日から平成23年6月 15日までの

～第 11条) 組合等登記令第2粂 組合等の設立の登記は､そ 間である場合､その設立の登記は平成 23年 6月 3

主たる事務所の所在地において､(中略)置皇iE 0日までに行えばよい○

必要な手続が終了した日から二週間以内にしなt ※その他の登記手続に係る期限の定めについても

ればならない｡ 一定の場合には平成 23年 6月 30日までに行え

※この他に､変更の登記 (令第3条)､主たる事務所の移転の登亨己(令第4粂)､代理人の登記 (令第6粂)､解散の登記 (令第7条)､従たる事務の所在地における登記 (令第11条)等に同様期限の定め○ ばよい○

②学校法人の設立時における 第 33条の2 学校法人は,選皇生壁に財産目録を作 学校法人の設立の時が､平成 23年 3月 11日から

財産目録の作成及び備置き 成し､常にこれをその主たる事務所に備え置かなけ 平成 23年 6月 29日までの間である場合､財産目

(第 33条の2) れぱならないO 録の作成及び主たる事務所の備置きは平成 23年 6月 30日までに行えばよい○

③役員の補充 (第40粂) 第40粂 理事又は監事のうち､その定数の五分の- 理事又は監事の定数の五分の-をこえるものが欠け

をこえるものが欠けたときは､二旦遡卓に補充しな たときが､平成23年2月 11日から平成 23年 5



④理事長による評議員会に 第46粂 理事長は､毎会計年度終了後二月以内※ 理事長による評議員会に対する平成 22年度決箕等

対する決算等の報告 (第46粂) に､決算及び事業の実績を評議員会に報告し､その意見を求めなければならないo※平成22年度決井等については､平成23年5月31日までに租昔. の報告は､平成 23年 6月30日までに行えばよい○

(9財産目録等の作成､備置き及 第47粂 学校法人は､毎会計年度終了後二月以内※平成 22年度の財産目録等の作成及びその各事務所

び利害関係人-の閲覧(第47粂) に財産目録､貸借対照表､収支計算書及び事業報 -の備置き並びに利害関係人-の関3,rfj=は､平成 23

告番を作成しなければならない02 学校法人は､前項の書類及び第37条第3項第3号の監査報告番を各事務所に備えて置き､(中略)これを閲寵に供 しなければならない○※平成22年度の財産目録等については､平成23年5月31日までに作成､備置き､利害関係人-の閲覧○ 年 6月 30日までに行えばよい○

⑥学校法人についての破産手続 第 50条の2 学校法人がその債務につきその財産 学校法人がその債務につきその財産をもって完済す

の開始に係る申立て をもつて完済することができなくなった場合には､ることができなくなったときが､平成 23年 3月

(第 50条の2) 裁判所は､理事若しくは債権者の申立てにより又は 11日から平成23年 6月29日までの間である場

職権で､破産手続開始の決定をする○ 合､学校法人の理事による破産手続き開始の申し立

2 前項に規定する場合には､理事は直を旦⊆破産手続開始の申立てをしなければならない○ ては､平成23年 6月30日までに行えばよい.

(丑清算人による債権の申出に係 第50条の9 清算人は､その就職の日から二月以内 清算人の就職の日が､平成 23年 1月 11日から4

る催告 (第50条の9) に､少なくとも三回の公告をもって､債権者に対し､月29日までの間である場合､債権者に対する債権

一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告 の申出に係る催告は､平成 23年6月30日までに



⑧清算人による破産手続開始の 第5.0条の11 清算中に学校法人の財産がその債 学校法人の財産がその債務を完済するのに足りない

申立て及び公告 (第50条の11) 務を完済するのに足りないことが明らかになった ことが明らかになったときが､平成23年 3月 11

ときは､清算人は､直主上⊆破産手続開始の申立てを 日から平成 23年 6月29日までの間である場合､

し､その旨を公告しなければならないO 清算人による破産手続開始の申立て及び公告は､平成23年 6月30日までに行えばよい○

⑨学校法人の合併認可に係る財 第53条 学校法人は､前条第2項に規定する所轄庁 合併に関する所轄庁の認可が平成23年 2月25日

産日録等の作成､債権者-の公 の認可 (※合併の認可)があったときは､その認可 から平成23年 6月 15日までの間である場合､学

告等 (第53条) の通知のあった目から三塾阻払匹に､財産目録及び 校法人による財産目録等の作成及び債権者に対する

貸借対照表を作らなければならないQ 公告並びに催告は､平成23年 6月30日までに行

2 学校法人は､塾墜避 妊､その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し､かつ､判明している債権者に対しては､各別にこれを催告しなければならない○(後略) えばよい○

⑲上記①～⑨の規定に関する準 第64条 (中略) 専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人

学校法人-の準用 5 第三章の規定 (※学校法人に係る上記①～⑨の期 が上記(9-(勤に該当する場合､その義務の履行は平



(参考条文)

○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (平成八年法律第

八十五号)

(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)

第四条 特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務 (以下 ｢特定義

務｣という｡)であって､特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかった

ものについて､その不履行に係る行政上及び刑事上の責任 (過料に係るものを含むO以下単に ｢責

任｣という｡)が問われることを猶予する必要があるときは､政令で､特定非常災害発生日から

起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限 (以下 ｢免

責期限｣という｡)を定めることができる｡

2 免責期限が定められた場合において､免責期限が到来する日の前日までに履行期限が到来する

特定義務が免責期限が到来する日までに履行されたときは､当該特定義務が特定非常災害により

履行されなかったことについて､責任は問われないものとする｡

3 免責期限が定められた後､前二項に定める免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後にお

いても特に継続 して実施する必要があると認められるときは､政令で､特定義務の根拠となる法

令の条項ごとに､新たに､当該特定義務の不履行についての免責に係る期限を定めることができ

るo前項の規定は､この場合について準用する｡

4 前三項の規定にかかわらず､特定義務が災害その他やむを得ない事由によりその履行期限が到

来するまでに履行されなかった場合について他の法令に別段の定めがあるときは､その定めると

ころによる｡

○平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ

き措置の指定に関する政令 (平成二十三年政令第十九号)

(特定非常災害の指定)

第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 (以下 ｢法｣

という｡)第二条第-項の特定非常災害として平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害を

指定し､同年三月十一日を同項の特定非常災害発生日として定める｡

(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第五条までに規定する措置

を指定する｡

(延長期 日)

第三条 第-条の特定非常災害についての法第三条第-項の政令で定める目は､平成二十三年八月

三十一日とする｡

(免責期限)

第四条 第-条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行につい

ての免責に係る期限は､平成二十三年六月三十日とする｡

(法第五条第一項の政令で定める日)

第五条 第-条の特定非常災害についての法第五条第-項の政令で定める日は､平成二十五年三月

十日とする｡

附 則

この政令は､公布の日から施行する｡

○私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)

(登記)



第二十八条 学校法人は､政令の定めるところにより､登記しなければならない｡

2 前項の規定により登記しなければならない事項は､登記の後でなければ､これをもって第三者

に対抗することができない｡

(財産目録の作成及び備置き)

第三十三条の二 学校法人は､設立の時に財産目録を作成し､常にこれをその主たる事務所に備え

置かなければならないQ

(役員の補充)

第四十条 理事又は監事のうち､その定数の五分の-をこえるものが欠けたときは､一月以内に補

充しなければならない｡

(寄附行為変更の認可等)

第四十五条 寄附行為の変更 (文部科学省令で定める事項に係るものを除く｡)は､所轄庁の認可

を受けなければ､その効力を生じない｡

2 学校法人は､前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは､遅滞なく､

その旨を所轄庁に届け出なければならない｡

(評議員会に対する決算等の報告)

第四十六条 理事長は､毎会計年度終了後二月以内に､決算及び事業の実株を評議員会に報告し､

その意見を求めなければならない｡

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第四十七条 学校法人は､毎会計年度終了後二月以内に財産目録､貸借対照表､収支計算書及び事

業報告書を作成しなければならない0

2 学校法人は､前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書 (第六十六条第四号におい

て ｢財産目録等｣という｡)を各事務所に備えて置き､当該学校法人の設置する私立学校に在学

する者その他の利害関係人から請求があった場合には､正当な理由がある場合を除いて､これを

閲覧に供しなければならない.

(学校法人についての破産手続の開始)

第五十条の二 学校法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合に

は､裁判所は､理事若 しくは債権者の申立てにより又は職権で､破産手続開始の決定をする｡

2 前項に規定する場合には､理事は､直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない｡

(債権の申出の催告等)

第五十条の九 清算人は､その就職の日から二月以内に､少なくとも三回の公告をもって､債権者

に対し､一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならないOこの場合にお

いて､その期間は､二月を下ることができない｡

2 前項の公告には､債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記

しなければならないOただし､清算人は､判明している債権者を除斥することができない.

3 清算人は､判明している債権者には､各別にその申出の催告をしなければならない｡

4 第一項の公告は､官報に掲載してする.

(清算中の学校法人についての破産手続の開始)

第五十条の十一 清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになっ

たときは､清算人は､直ちに破産手続開始の申立てをし､その旨を公告しなければならない｡

2 清算人は､清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において､破産管財人にその

事務を引き継いだときは､その任務を終了したものとする｡

3 前項に規定する場合において､清算中の学校法人が既に債権者に支払い､又は権利の帰属すべ

き者に引き渡したものがあるときは､破産管財人は､これを取り戻すことができる｡

4 第一項の規定による公告は､官報に掲載してする｡

第五十三条 学校法人は､前条第二項に規定する所轄庁の認可があったときは､その認可の通知の



あった日から二週間以内に､財産目録及び貸借対照表を作らなければならない｡

2 学校法人は､前項の期間内に､その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を

公告し､かつ､判明している債権者に対 しては､各別にこれを催告 しなければならないoただし､

その期間は､二月を下ることができない｡

(私立専修学校等)

第六十四条 第五条､第六粂及び第八粂第-項の規定は私立専修学校及び私立各種学校について準

用する｡この場合において､私立専修学校について準用する第八粂節-項中 ｢学校教育法第四粂

第-項又は第十三条に規定する事項｣とあるのは ｢学校教育法第百三十条節-項の都道府県知事

の権限又は同法第百三十三条第-項において読み替えて準用する同法第十三条の都道府県知事の

権限｣と読み替え､私立各種学校について準用する第八粂第-項中 ｢学校教育法第四条第-項｣

とあるのは ｢学校教育法第百三十四条第二項において読み替えて準用する同法第四条第-項｣と

読み替えるものとする｡

2･3 (略)

4 専修学校又は各種学校を設置しようとする者は､専修学校又は各種学校の設置のみを目的とす

る法人を設立することができる0

5 第三章の規定 (同章に関する罰則の規定を含む｡)は､前項の法人に準用する｡この場合にお

いて､同章の規定中 ｢私立学校｣とあるのは､｢私立専修学校又は私立各種学校｣と読み替える

ものとする｡

○組合等登記令 (昭和三十九年政令第二十九号)

(設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は､その主たる事務所の所在地において､設立の認可､出資の払込

みその他設立に必要な手続が終了したElから二週間以内にしなければならない｡

2 前項の登記においては､次に掲げる事項を登記 しなければならない｡

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名､住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは､その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)

第三粂 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生 じたときは､二週間以内に､その

主たる事務所の所在地において､変更の登記をしなければならない8

2 前項の規定にかかわらず､出資若 しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記

は､毎事業年度末 日現在により､当該末 日から四週間以内にすれば足 りる0

3 第一項の規定にかかわらず､資産の総額の変更の登記は､毎事業年度末日現在により､当該末

日から二月以内にすれば足 りる｡

(他の登記所の管轄区域内-の主たる事務所の移転の登記)

第四条 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転 したときは､二週間以内に､

旧所在地においては移転の登記をし､薪所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記

しなければならない｡

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第五粂 組合等を代表する者の職務の執行を停止 し､若 しくはその職務を代行する者を選任する仮

処分命令又はその仮処分命令を変更し､若 しくは取 り消す決定がされたときは､その主たる事務

所の所在地において､その登記をしなければならない｡



(代理人の登記)

第六条 組合等のうち､別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務

所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任す

ることができるものが､当該代理人を選任したときは､二週間以内に､その主たる事務所の所在

地において､代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記 しなければならない｡

2 組合等のうち､別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又

は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが､当該代理人を選任 し

たときは､二週間以内に､その主たる事務所の所在地において､代理人の氏名及び住所､代理人

を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記 しなければならない.

3 前二項の規定により登記 した事項に変更が生 じ､又はこれ らの項の代理人の代理権が消滅 した

ときは､二週間以内に､その登記をしなければならない｡

(解散の登記)

第七条 組合等が解散したときは､合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き､二週間

以内に､その主たる事務所の所在地において､解散の登記をしなければならないQ

(合併の登記)

第八条 組合等が合併をするときは､合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から二週間

以内に､その主たる事務所の所在地において､合併により消滅する組合等については解散の登記

をし､合併後存続する組合等については変更の登記をし､合併により設立する組合等については

設立の登記をしなければならない｡

(移行等の登記)

第九条 組合等が種類を異にする組合等となるときは､定款又は寄附行為の変更の認可その他必要

な手続が終了した日から二週間以内に､その主たる事務所の所在地において､新たに登記すべき

こととなった事項を登記 し､登記を要 しないこととなった事項の登記を抹消しなければならない｡

(清算結了の登記)

第十条 組合等の清算が結了したときは､清算結了の日から二週間以内に､その主たる事務所の所

在地において､清算結了の登記をしなければならない｡

(従たる事務所の所在地における登記)

第十一条 次の各号に掲げる場合 (当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管

轄する登記所の管轄区域内にある場合を除くo)には､当該各号に定める期間内に､当該従たる

事務所の所在地において､従たる事務所の所在地における登記をしなければならないO

- 組合等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 (次号に掲げる場合を除く｡) 主たる事

務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

二 合併により設立する組合等が合併に際して従たる事務所を設けた場合 合併の認可その他合

併に必要な手続が終了した日から三週間以内

三 組合等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内

2 従たる事務所の所在地における登記においては､次に掲げる事項を登記しなければならない｡

ただし､従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたと

きは､第三号に掲げる事項を登記すれば足 りる｡

- 名称

二 主たる事務所の所在場所

三 従たる事務所 (その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る｡)の所在場所

3 前項各号に掲げる事項に変更が生 じたときは､三週間以内に､当該従たる事務所の所在地にお

いて､変更の登記をしなければならない｡

○私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)



(書類の作成等)

第十四条 第四条第-項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人は､文部科学大臣の

定める基準に従い､会計処理を行い､貸借対照表､収支計算書その他の財務計昇に関する書類を

作成 しなければならない｡

2 前項に規定する学校法人は､同項の書類のほか､収支予算書を所轄庁に届け出なければならな

い｡
3 前項の場合においては､第-項の書類については､所轄庁の指定する事項に関する公認会計士

又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない｡ただし､補助金の額が寡少であって､所

轄庁の許可を受けたときは､この限りでない｡


